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▲	「平和への願いを込めて折りました」	保育所の子どもたちは大きく元気な声とともに、平和の	
	 折り鶴を久嶋市長に手渡しました	（7月18日、第6保育所）

平和への願い平和への願い世界へとどけ世界へとどけ
平和について考えてみませんか

�図書館☎931‐1181、�931‐1081

　図書館では、8月13日（水）〜20日（水）に平和
と人権についての本などをまとめて展示します。

図書館「平和と人権関連本」

�文化資料館☎931‐1182、�931‐1121

●期間／開催中〜8月31日（日）まで（8月18日、
25日は休館）、開館時間は午前10時〜午後6時

（入館は5時30分まで）

　資料館では、毎夏市民の皆様からご提供いた
だいた資料をもとに、戦時下のくらしについて展
示を行っています。
　今年の展示では、戦時下の学校（主に青年学
校や国民学校）に関連する資料を紹介します。
先人の足跡をたどることで、現代に生きる私たち
があらためて平和について考えるきっかけにな
ればと思います。

学 校 と 戦 争

文化資料館ミニ展示
'08 「くらしのなかの戦争」展

▲	皆様から寄せられた折り鶴
　（市役所ロビー）

市民の皆様から寄せられた約3万羽の折り鶴は、広島
市平和祈念式に参列した市民代表によって、8月5日「原
爆の子の像」にささげられました。
市では昭和59年11月、世界の恒久平和を心から願って

「世界平和都市宣言」を行い、人類永遠の平和樹立の
決意を表明しました。それ以来、平和行動計画を策定し
様々な取り組みを通して宣言の普及に努めています。
今なお世界各地で紛争が絶えないなか、私たちは世界
で唯一の被爆国として、核兵器の恐ろしさ、戦争の悲惨
さを語り継がなければなりません。子どもたちの笑顔が
いつまでも輝くよう、平和の尊さを伝えていきましょう。

向日市消防団 府消防操法大会に出場し、消防技術競う We Love Muko
安心・安全なまちへ

  消防団は、「自分たちのまちは自分た
ちで守る」という精神のもと民間の有志の方々によって組織されてい
ます。団員の皆さんは、普段は各自の職業に就きながら、必要に応じ
消防活動に従事されています。それぞれの町ごとに分団が配置され、
火災などが発生したときは、消火活動や避難誘導などを行います。
また、定期的に訓練などを行い、万一の災害に備えています。入団を
希望される方は、向日消防署庶務予防課までお問い合わせください。

消防団ってどんな組織

問乙訓消防組合向日消防署庶務予防課 ☎934‐0119、�922‐1190

　丹波自然運動公園（京丹波町）で7月27日、府内の消防団が消防技術
を競う 「第20回京都府消防操法大会」が行われ、向日市消防団の代
表選手6人〔正木孝昌さん（第2分団）、清水光一郎さん（第6分団）、松ケ
野竜也さん（第1分団）、岡本亮祐さん（第3分団）、永井俊幸さん（第5分
団）、高畑佑矢さん（第4分団）〕がポンプ車操法の部に出場しました。
　ポンプ車操法は、消防ホースの延長やポンプ車の操作などの迅速さ、
正確さを競うものです。選手らは、指揮者の「乗車」「第2線延長始め」な
どの号令に従い、一秒でも早く火点に放水するため懸命にホースを担い
で走りました。残念ながら入賞は逃しましたが、全員が全ての力を出し切
り、訓練で磨き上げた技術を存分に披露しました。
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「竹の径・かぐやの夕べ」ボランティアスタッフを募集
●対象／18歳以上の方20人程度
●募集期間／8月15日（金）〜29日（金）
●申込み／郵便番号、住所、氏名、年齢、性別、電
話番号を書き、直接お持ちになるか、郵送（〒617‐
8665 産業振興課内 向日市観光協会事務局）、
ファックス（�922‐6587）で産業振興課へ。応募
者多数の場合は抽選し、結果を通知します。
�向日市観光協会事務局 産業振興課（内線241）

　詳しくは、お電話していただくか、向日市観光協会HP（http://www.muko-kankou.jp）をご覧ください。

　向日市観光協会は、今年で7回目となる「竹の径・
かぐやの夕べ」に、竹筒並べなど開催当日に一緒に
携わっていただけるボランティアスタッフを募集しま
す。たくさんのご応募をお待ちしています。
　
■開催当日の従事時間
　10月18日（土）午後1時〜10時
　（雨天の場合は翌19日（日）同時刻）

■使い道■
　寄附金は、次の各事業へ活用させていただきます。寄
附申出書を提出する際にいずれか1つをご指定ください。
　1 文化の振興に寄与する事業 
　2 市民スポーツの振興に寄与する事業
　3 社会福祉の推進に寄与する事業
　4 あなたが指定する市の事業
　5 市長が使途を指定する事業
■向日市からのお礼■
　寄附をしていただいた方には、感謝の気持ちとしてお礼
の品をお贈りいたします（1万円以上の寄附に限ります）。

　今年5月から始まったこの制度
は、生まれ育った「ふるさと」のほか、

自分との関わりが深い地域など、応援したい都道府県・市区町村に対
して寄附を行った場合に、確定申告を行うことにより居住地の住民税
などが軽減される制度です。
　地方公共団体に対する寄附金のうち、5,000円を超える部分に
ついて、個人住民税所得割額の1割を上限として、所得税と合わせて
税額控除されます。

〜ずっと住み続けたい魅力あるまちづくりのために〜

ふるさと納税 向日市への寄附のお願い

申込先
〒617-8665　京都府向日市寺戸町中野20番地
向日市役所　市長公室秘書広報課
☎931-1111　　�922-6587
メールアドレス　hisyo@city.muko.lg.jp

■手続き■
　寄附申出書に「寄附金の活用を希望する事業」、「ご
希望の払込み方法」など必要事項を記入し、郵送、
ファックスおよび電子メールなどで秘書広報課へお
申込みください。申出書は、秘書広報課、税務課に置
いているほか、市ホームページからダウンロードするこ
ともできます。
※寄附申込みの内容を確認し、選択いただいた払込
み方法により、納付書などを送付いたします。

■公表など■
　寄附金の運用状況、寄附者の氏名などをホーム
ページおよび広報むこうで公表させていただきます

（匿名希望の方はお申し出ください）。

まちの話題まちの話題まちの話題

　 農 業 委員会
の委員改選に伴
い、会長などが
代わりました。
　 会 長 に山 口
武さん（上植 野
町）、職 務 代 理

に中埜立雄さん（森本町）がそれぞれ選ばれまし
た。任期は3年です。
　農業委員会は、農家の相談や、農地の売買・貸
借などの権利移動や転用に伴う農地法等の許認
可業務を中心とした農地行政を担っています。

農業委員会の新しい会長などが決まりました
会長に山口さん、職務代理に中埜さん

市民の皆様の声を総合計画へ
向日市商工会と第9回 「街づくり懇談会」を開催

お問い合わせ　企画調整課（内線275）

※市ホームページにも懇談会の概要を掲載しています。

　7月に行われた懇談会では、次のようなご意見やご要望が出されました。

会議概要
■地域経済の活性化について
・  法人税収入をあげるため、優遇税制を実施し、171

号線周辺に企業の誘致を検討する必要がある。
・ バリアフリーやエコの取組みで都市環境を向上さ

せることが、まちの評判を高めることになる。市内
外から多くの人が集まり、商工業が元気を取り戻す
ことで、地域経済が活性化するのではないか。

■観光資源活用やイベントの実施について
・ 遺跡や古墳などの観光資源を整備し、観光客を呼び込

むよう活用することが必要。また、催し物の回数や日数
を増やし、多くの人が参加できる機会をつくってほしい。

■市街地整備について
・ キリンビール工場跡地の商業施設への来訪者を、ど

のようにして市内に呼び込むかについて、市と一緒に

仕掛けやＰＲ方法を考えていきたい。 
・ 阪急東向日駅からＪＲ向日町駅の間の道路は狭く、人

も車も利用しにくいので、重点的に改善してほしい。
■その他
・ 競輪事業の役割はすでに終わっていると思うので、

今後、競輪場跡地の有効活用について検討してい
く必要がある。

次回の街づくり懇談会
●日時／8月19日（火）午後7時30分〜9時
●場所／市役所 大会議室
●対象／向日市体育協会理事の皆様
●内容／スポーツの振興と総合計画（予定）
※どなたでも傍聴することができます。

ご注意ください
　寄附募集（ふるさと納税）をかたった寄附の強
要や詐欺行為には十分ご注意ください。向日市で
は、寄附を強要したり、寄附申出書のご提出がな
いのに振込をお願いすることは一切ありません。

お問い合わせ　秘書広報課（内線281）

向
日
市

納
税
者
（
寄
附
者
）

①寄附
連絡

④所得税の所得控除による軽減

⑤住民税の税額
　控除（翌年度）

③受領書を添付し、確定申告

税務署

お住まいの市区町村
②受領書

　 向日市の姉妹都
市、米国・サラトガ市の
学生3人が、日本の文
化、生活を学び両市
の交流を深めるため、

7月下旬に来日し、約10日間の滞在を楽しみました。
　28日には、向日・サラトガ姉妹都市協会が主催
した剪画体験教室に参加。講師の大月透さん（日
本剪画協会副会長）の指導を受け、バラの花をモ
チーフにした剪画作りに挑戦しました。学生らは
カッターナイフで丁寧に花や葉の形を切り抜き、
その裏側から色紙を貼り付けて鮮やかな作品を
完成させました。

向日市へようこそ
サラトガ市の学生が日本文化を学ぶ

▲山口武さん ▲中埜立雄さん

1万円以 上5万円
未満の寄附

竹の子佃煮または焼き菓子な
ど、観光協会推奨土産品から

5万円以上の寄附 向日市特産の竹の子（旬の季節
に送付します）

市外在住の
ご家族、ご友人にも

ぜひお知らせください

ふるさと納税とは
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　多重債務とは1社だけでなく数社からの債務（借り
入れ）があって返済できず、その返済のために新たに
借り入れをしなければならない状態のことです。
　多重債務に陥る原因は、病気、けがにより医療費の
支払いが必要になる、不況により収入が減少したり
失業するなど、誰にでも起こる可能性のあるものが大
半です。また、カードでの買い物の支払いのため、借り
入れを繰り返し、返済できなくなっていくというケース
もあります。
　このようなことから、貸金業者の高金利や過剰な
貸し付けで支払えずに厳しい取り立てに遭い、生活が
崩壊することもあります。
　多重債務は必ず解決できます。あきらめないで一日
も早く消費生活相談にお越しください。

■消費生活相談■

●日時／○毎週水曜日午前
10時〜午後4時　○毎週月・
火・木・金曜日午後1時〜4時
●場所／相談室1（市役所本
館1階）

○上記の方法には、それぞれ他に条件があります。債務整理の方法は法律の専門家とよく相談して相談者自身
が決めることになります。
○表に掲載している額はあくまでも目安です。内容や件数などによって、また専門家によっても異なります。

■テニス
男子シングルス：高橋研太
男子ダブルス（合計年齢90歳未満）：光永賢一郎・伊藤幸範 組
男子ダブルス（合計年齢90歳以上）：山口輝・野間賢 組
女子ダブルス（合計年齢90歳未満）：高見順子・尚山富子 組
■ボウリング　団体戦：チーム・ケー・エス・テー 個人戦：高谷恒夫 
■ソフトボール　男子：山縄手クラブ
■バドミントン
男子A級ダブルス：高橋雄太・松村渚 組
男子B・C級ダブルス：大八木寛治・奥井拓史 組

男子A級シングルス：高橋雄太 
男子B級シングルス：西村睦喜
男子C級シングルス：澤井良明 
女子A級ダブルス：大八木亜季・磯永早苗 組
女子B級ダブルス：松村雅世・岡田さやか 組
女子C級ダブルス：山本菜央・篠原佑 組
初級ダブルス：田中弘・稲本絹恵 組
女子B級シングルス：吉岡美保
女子C級シングルス：山本菜央
■ゲートボール　鶏冠井A
■バレーボール　男子：ドンファン　女子：鶏冠井

■卓球
団体戦：寺戸南A
個人戦男子一般：山田健二
個人戦男子50歳以上：高岸好男
個人戦男子60歳以上：佐々木正明
個人戦女子一般：林あゆみ
個人戦女子40歳以上：和田洋子
個人戦女子60歳以上：能勢美代子
■ソフトテニス
男子A級ダブルス：小笠原邦人・長谷川好輝 組
男子B級ダブルス：緒方一夫・高野朗 組
女子A級ダブルス：黒川幸子・古野麻里 組
女子B級ダブルス：船井一美・橋本由紀 組
壮年ダブルス：中村登・井上利保 組

第27回 向日市民総合体育大会 優勝者・チーム（敬称略）

8月29日（金）本会議（提案説明）／議場
9月10日（水）本会議（一般質問）／議場

11日（木）本会議（一般質問）／議場
12日（金）本会議（予備日）／議場
16日（火）厚生常任委員会／大会議室
18日（木）建設環境常任委員会／大会議室
19日（金）文教常任委員会／大会議室
22日（月）総務常任委員会／大会議室
26日（金）本会議（委員長報告・討論・採決）／議場

市議会の開催予定

※時間はいずれも午前10時からです。
※どなたでも傍聴していただけます。
※一般質問の事項は、公共施設などで事前に
公表します。
問議会事務局 庶務係（内線318）

お問い合わせ　環境政策課市民安全係（内線235、249）

「向日市特定大規模小売店鋪制限地区
建築条例（案）」への意見募集の結果
　平成20年2月1日〜3月3日に意見募集（パブ
リックコメント）を行いました。意見の提出はあ
りませんでしたが、条文として適正な文言への
修正や用語の整理などを行いました。
　修正案は6月議会に提出し、可決され、条例
は6月30日から施行されています。詳しくは、市
ホームページまたは市役所情報公開コーナー

（本館1階）でご覧ください。
問都市計画課（内線293）

　食品衛生法が改正され、平成18年5月から残留
農薬のポジティブリスト制度が始まりました。
　この制度では、すべての農薬と作物の組み合わ
せで残留農薬基準が設定されました。これまで残
留基準が設定されていなかった農薬にも基準値が
設定され、この基準値を超えた農薬などが検出され
た場合は、流通や販売が禁止されます。
　農業者だけでなく、家庭菜園や花壇などの手入れ
をする方であっても、農薬取締法に基づいて登録さ
れた農薬を正しく使うことが必要です。
　病害虫の防除などで農薬を使用される場合は、
右の注意点をしっかりと守り、健康被害が生じない
よう、農薬の飛散には十分注意してください。

○容器のラベルに記載されている使用方法
（量、濃度、回数など）を必ず守って使用す
る。

○周りの作物にも登録のある農薬を使用する。
○農薬を散布するときは、無風や風が弱いと

きに行うなど、近隣に農薬が飛散しないよ
う十分注意する。

○農薬は子どもの手が届かないところに必ず
鍵をかけて保管する。

農薬の安全な使用について

問産業振興課農政係（内線237）

債務整理の種類 概要 所要費用の目安 期間の目安
①特定調停 簡易裁判所が債務者と債権者との間に立って返済協議を進

めます。法律知識がなくても自分で手続きを進めることもで
きます。利息の引き直しで減額された債務を3〜5年で返済。

申立て費用で数
千円程度

1〜2か 月
程度

②任意整理 裁判所を通さず、法律の専門家が債権者との間で返済方法など
を話し合い和解交渉します。和解した金額を3〜5年で返済。

債権者1件につき
3万円程度

2〜4か 月
程度

③個人版民事再生 裁判所に申立てをし、債務を大幅に減額した上で、再生計
画に基づき返済します。原則3年で返済。

申立て費用と着
手金、報酬、経費
で30〜60万 円
程度

6か 月〜1年
程度

④自己破産 最低限の生活費用を除き、財産を債権者に分配し、残った債
務を免除してもらう方法。法律の専門家への委任が無難です。

6か月程度

　70歳以上の方を対
象に開催します。お笑
いと楽しいおしゃべり
で、初秋のひとときを過
ごしませんか。

●日時／9月5日（金）3回公演
●場所／市民会館ホール
●出演／歌謡ショー（野々村あい）、浪曲（幸いっ
てん）、漫才（コメディＮＯ.1）
●対象／○第1回（午前10時〜）物集女、寺戸北部
○第2回（午後0時30分〜）森本、向日台、寺戸南部
○第3回（午後3時〜）鶏冠井、上植野、向日、西向日
●マイクロバス／物集女公民館、第4向陽小学校
正門前（午前9時10分発）、上植野公民館、阪急バ
ス池ノ尻バス停北側（午後2時05分発）
※詳しくは招待ハガキ（８月下旬に発送）でご確認
ください。また、ご来場の際には招待ハガキを必ず
持ってお越しください。
※手話通訳、要約筆記を用意します。
問障害高齢福祉課高齢介護係（内線371）

敬老会へのお誘い敬老会へのお誘い

▲コメディNO.1

解決できます　多重債務
相談の流れ

相談者

消費生活相談

弁護士や司法書士の相談（初回無料）

弁護士、司法書士の受任

債務状況に応じた解決

解決の糸口が見つかります。
法律の専門家へ橋渡し（相談室から予約）

　債務整理を任せれば厳しい取り立ては止
まります。利息制限法に基づいて計算し直し、
過払い金が返金される可能性があります。
　専門家への委任費用がない方のため民
事法律扶助制度※があります

4つの解決方法があります。（下表参照）

※裁判費用や弁護士、司法書士の費用を立て
替える制度。収入などの資力、解決の見込み
などの審査があります。

まずは関係書類一式を持って相談にお越し
ください。相談は無料（秘密は守られます）
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くらしの情報くらしの情報くらしの情報くらしの情報
教室・文化・芸能などの催し、
福祉・教育などのサービスなど、
市からのお知らせを中心に
掲載しています。

市の催し・サービス情報

●向日市役所への電話でのお問い合わせは、☎931
‐1111（代表番号）にお掛けください。担当課におつ
なぎします。
●向日市役所への（ファックスはFAX922‐6587、
郵便物は「〒617‐8665　向日市役所」、電子メール
はinfo@city.muko.kyoto.jp）にお送りください。
※ファックス、郵便物、電子メールには、市役所のど
この課（担当課名）へのものかをお書きください。
●参加費などの記載がないものは無料で参加してい
ただけます。
�＝お問い合わせ、 HP ＝ホームページアドレス

■ 講座・教室

本とあそぼうおはなし隊

　講談社のおはなし
隊キャラバンカーが
やってきます。車の
中には楽しい絵本が
いっぱい。

●日時／9月7日（日）午後2時〜3時
○1部…午後2時〜、キャラバンカーで絵本の自
由閲覧 ○2部…午後2時30分〜、おはなし会（絵
本、紙芝居の読み聞かせなど）
●場所／中央公民館駐車場、和室　※当日市民
会館・中央公民館の駐車場は使用できません。
●対象／3〜6歳の子ども40人（保護者の参加可）
※8月19日（火）から中央公民館で整理券を配布し
ます。整理券がなくても参加できますが、参加者が
多い場合、2部は整理券をお持ちの方優先。
問中央公民館☎932‐3166、 ＦＡＸ932‐1552

普通救命講習

●日時／9月14日（日）午前9時〜正午
●場所／大山崎消防署
●講習内容／心肺蘇生法（人工呼吸、胸骨圧迫）
とAEDの使用、止血法その他応急手当など
 ●申込み／8月25日（月）〜9月3日（水）に消防署
にある受講申込書に必要事項を記入の上、お申込
みください。定員（30人）になり次第締め切ります。
問向日消防署救急係☎934‐0119、ＦＡＸ922‐1190

■ 文化・芸能

市民音楽祭 出演団体募集

●日時／11月1日（土）午後0時30分〜3時30分
（予定）
●場所／市民会館ホール
●対象／市内在住・在勤者（年齢を問わず）で構成
されたアマチュア・コーラス・グループ （市内に活動
拠点をおいていること）
●申込み／所定の申込用紙（市民会館で配付）に
必要事項を記入し、8月15日（金）〜9月5日（金）

（土曜日午後・月曜日を除く）に市民会館へ（所定の
用紙であれば、ファックス可）。
問市民会館☎932‐3166、 ＦＡＸ932‐1552

■ スポーツ

ジャイロキネシス美・ボディー教室

　太極拳・気功・バレエなどが基本のヨガタイプの
運動です。
●日時／9月5日（金）から毎週金曜日全10回、時
間はいずれも午後2時〜3時30分
●場所／ゆめパレアむこう 健康増進センター
●定員／15人
●参加費／12,500円
●持ち物／ヨガマット（お持ちでない場合、販売し
ます）
●申込み／直接、または電話でゆめパレアむこう

（☎934‐7770、第2・第4木曜日を除く午前9時〜
午後10時）へ。定員になり次第締め切り。

催し情報催し情報催し情報催し情報

■ 子育て

子育てサポート「おひさま」

●日程・内容／○リトミック…9月6日（土）、20日
（土）　○親子でふれあい遊び…9月13日（土）
※いずれも午前10時〜正午　
●場所／あひるが丘保育園（物集女町北ノ口）
●申込み／開催日の1週間前までに電話、ファッ
クスであひるが丘保育園（☎921‐0005、�921‐
0040）へ。
※毎回、子育て相談を実施しています。

■ 作品募集

京都府統計グラフコンクール

　京都府統計協会では、統計知識の普及と統計
の表現技術の向上をめざして実施する「統計グラ
フコンクール」の作品を募集しています。
　小学生以上であればどなたでもご応募できます。
●応募部門／手描き統計グラフの部、パソコン統
計グラフの部
●提出／9月5日（金）までに、京都府統計協会

（〒602‐8570 京都市上京区下立売通新町西
入 京都府政策企画部調査統計課内、☎414‐
4487）へ必着。または、9月1日（月）までに向日市
総務課行政係（内線289）へ。

動物愛護写真コンクール

●テーマ／人と動物とのふれあい。人と動物（ほ乳
類、鳥類、は虫類のペットに限る）との愛情あふれ
た作品であること
●応募資格／京都府在住、在学または在勤の方
●応募規定／四つ切り。カラー・白黒どちらでも可

（パソコンプリントも可）
●応募方法／作品の裏に応募票を貼り付け、郵送
または直接お持ちください。1人2点以内
●応募先／9月1日（月）〜30日（火）に京都府健康
福祉部生活衛生課（〒602‐8570京都市上京区
下立売通新町西入薮ノ内町、☎414‐4763）、乙
訓保健所（〒617‐0006上植野町馬立8、☎933
‐1241）

「小さな灯りのアート展」作品募集

　9月27日（土）に開催される仲秋の名月鑑賞会
の会場、「山崎光の郷」（大山崎町大山崎横山
10）に展示する小さな灯り作品を募集します。
●応募方法／8月22日（金）（必着）までに応募用
紙に必要事項を記入し、絵コンテや写真など作品
の概要が分かるものを添えて、郵送で大山崎町教
育委員会生涯学習室（〒618‐8501大山崎町円
明寺夏目3、☎956‐2101）へ。応募用紙は大山崎
町ホームページからダウンロードできます。
※作品は野外展示ができるもの、作者が1人で持ち運
べるサイズのもの、電源を使わないものに限ります。

広告 広告

　カラフルな塗装の塵芥車（ごみ収集車）を見かけられたことはありま
せんか。その名は「じんかい君」です。ごみ減量について考えていただく
きっかけになればと、ごみ収集でがんばっています。市では、この「じんか
い君」の側面を彩る作品を募集しています。

「じんかい君」塗装デザインコンテスト

●応募の決まり／向日市民なら誰でも応募できま
す（友人同士の合作も可）。応募作品は、これから
の時代にふさわしい「ごみ収集車」のデザイン（塗
装部分）を表したもので、色彩は自由ですが、大き
さは、おおむね縦1、横3の割合になるように描いて
ください。作品は未発表の自作に限り、１人1点（合
作の場合は1グループ1点）

●応募方法／作品の裏面に、応募者の住所、氏名
（ふりがな）、年齢（学生は学校名と学年）、性別、電話
番号、作品についてのコメントを記載してください。
●作品提出／10月10日（金）までに直接または郵送

（10月10日の消印有効）で環境政策課（内線226）へ。
●審査・発表／主催者において、厳正な審査を行
い、10月下旬に発表します。

サービス情報サービス情報サービス情報サービス情報

※採用は2点とし、それぞれの作品を塵芥車の側面に描きます。応募者全員に記念品を贈ります。
※著作権は主催者に帰属し、作品は返却しません。
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■ そのほかのお知らせ

ご存じですか「（財）乙訓勤労者福祉サー
ビスセンター（愛称：ピロティおとくに）」

　ピロティおとくには、乙訓地域で働く勤労者や
事業主に対し、福利厚生サービスを提供している
公益法人です。
　国、向日市、長岡京市および大山崎町も勤労者
に豊かな生活と安心して働ける職場づくりや企業
の活性化に寄与するため補助金を出しています。
　ピロティおとくにでは、事業所の事業主および
乙訓地域にお住まいの勤労者（パートタイマー含
む）の入会を募集しています。詳細は、ピロティおと
くに（☎050‐7105‐8506、JR長岡京駅前バンビ
オ1番館）までお問い合わせください。

平成21年3月31日で「特別慰労品」贈
呈の受付が終了します　

　恩給欠格者、戦後強制抑留者、引揚者のご本人
に、特別慰労品を贈呈しています（遺族の方は対
象とはなりません）。引揚者は終戦の日まで引き続
き1年以上外地で生活していて戦後引き揚げてき
た家族全員が対象です。請求書類は、地域福祉課

（内線347）にあります。未請求の方は早急に申請
してください。
　資格要件などのお問い合わせは、独立行政
法人平和祈念事業特別基金（フリーダイヤル
0120-234-933、月曜日〜金曜日、午前9時15分
〜午後5時15分）へ。

■ 医療

母子家庭人間ドック（健診）

　母子家庭の母親、寡婦の健康管理の一助とし
て、半日間の人間ドック（無料）が実施されます。
●実施時期／11月〜平成21年3月（年末年始、土・
日曜日、祝日を除く）、午前中
●場所／京都第一赤十字病院（京都市東山区）
●対象／①京都府内（京都市を除く）に居住する
母子家庭の母親および寡婦で、平成20年4月1日
現在65歳未満の方、②寡婦の場合は、国民健康
保険の被保険者（本人）であること
●定員／約200人
●申込み／所定の申込書に必要事項を記入の上、
80円切手を貼った返信用封筒を添えて、9月5日

（金）までに乙訓保健所福祉室（〒617‐0006上
植野町馬立8、☎933‐1154）へ。

■ 人材募集

平成20年度第2回京都府警察官および
警察事務職員採用試験

●申込受付期間／○警察官…8月22日（金）まで
（郵送受付）　○警察事務職員…インターネット
受付は8月20日（水）〜29日（金）、郵送受付は8月
20日（水）〜9月5日（金）
●問い合わせ／京都府警察本部警務課採用係

（☎415-3140）または、府内各警察署へ。
 HP  http://www.pref.kyoto.jp/fukei/

広告 広告

市民の皆様から寄せられた「会員募集」「催し」
などの情報を掲載しています。掲載については、
秘書広報課（内線240）にお尋ねください。

市民の情報掲示板市民の情報掲示板市民の情報掲示板

固定資産税軽減のお知らせ

※いずれも都市計画税は軽減の対象にはなりません。　※必要書類など詳細については、税務課固定資産税係（内線225、255）へ。

　昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、平
成18年1月1日〜平成27年12月31日に下記の
要件の耐震改修を行った場合、住宅１戸あたり、
120m2までの部分の家屋の固定資産税が下記
の期間、2分の１に軽減されます。
　軽減を受ける場合は、現行の耐震基準に適
合した改修であることの証明書（建築士、指定
確認検査機関または登録住宅性能評価機関が
発行）などを添付し、改修工事完了後3か月以内
に税務課へ申告してください。
※住宅耐震改修に係る固定資産税の軽減は他
の軽減制度と同時には適用できません。
●要件／

（1）現行の耐震基準に適合した改修であること
（2）改修工事に要する費用が30万円以上であること
●軽減される期間／

工事完了期間 軽減される期間

平成18年1月1日〜21年12月31日 翌年度から3年分

平成22年1月1日〜24年12月31日 翌年度から2年分

平成25年1月1日〜27年12月31日 翌年度分

住宅耐震改修に係る軽減措置
　平成20年4月1日〜平成22年3月31日に下
記の要件の省エネ改修工事を行った場合、改修
した住宅1戸あたり120m2までの部分の家屋の
固定資産税が翌年度に限り、3分の1軽減（3分
の2課税）されます。
　軽減を受ける場合は、建築士、指定確認検査
機関または登録住宅性能評価機関による証明
書（熱損失防止改修工事証明書）を添付し、改修
工事後3か月以内に税務課へ申告してください。
●要件／

（1）次の①〜④の工事のうち、①を含む工事を
行うこと
※工事により、それぞれの部位が現行の省エネ
基準に新たに適合すること
　①窓の改修工事、②床の断熱改修工事、③天
　井の断熱改修工事、④壁の断熱改修工事（外
　気などと接するものの工事に限る）

（2）改修工事が平成20年1月1日に存する住宅
（賃貸住宅を除く）において行われること
（3）改修工事に要する費用が30万円以上であ
ること

省エネ改修工事に係る軽減措置
　平成19年4月1日〜平成22年3月31日に下記
の要件のバリアフリー改修工事を行った場合、
改修した住宅1戸あたり100m2までの部分の家
屋の固定資産税が翌年度に限り、3分の1軽減

（3分の2課税）されます。
　軽減を受ける場合は、工事明細書や写真など
の関係書類を添付し、改修工事後3か月以内に
税務課へ申告してください。
●要件／

（1）次のいずれかの方が居住する既存住宅（賃
貸住宅を除く）
　①65歳以上の方、②要介護認定または要支
　援認定を受けている方、③障害のある方
　※②は「介護保険被保険者証」、③は「障
　害者手帳」など確認できるものが必要

（2）次の工事で、補助金などを除く自己負担額
が30万円以上のもの
　①廊下の拡幅、②階段の勾配の緩和、③浴室
　の改良、④便所の改良、⑤手すりの取り付け、
　⑥床の段差の解消、⑦引き戸への取り替え、
　⑧床表面の滑り止め化

住宅のバリアフリー改修に係る軽減措置



消費者トラブルにご用心

お問い合わせ　図書館　☎931‐1181

お問い合わせ　環境政策課（内線232）

⑤エコクッキングをはじめてみませんか？
新 着 図 書

今月の
一冊

　ハサミムシはおしりにはさみを持っ
た小さな虫。
　山の中の小さな川沿いで子育てをし
ます。
　たまごを生むところから、幼虫がしだ
いに大きくなっていく様子を迫力ある写
真でわかりやすくとらえています。

ハサミムシのおやこ
皆越ようせい写真・文

ポプラ社

■一般図書…………………………………
●昭和史の一級史料を読む	 	
	 保阪正康・広瀬順皓著　平凡社
●世界の国旗と国章大図鑑
	 苅安望編著　平凡社
●裁判員法　図解雑学	 	
	 	 船山泰範・平野節子著　ナツメ社
●内藤忍の資産設計塾	 内藤忍著　自由国民社
●ｉＰＳ細胞　ヒトはどこまで再生できるか？
	 田中幹人編著　日本実業出版社
●ゼロからはじめるＲＣ造建築入門
	 原口秀昭著　彰国社
●平野レミの愛情おかず大全	 	
	 	 平野レミ著　講談社
●面打ちの技法　彫刻から彩色・化粧まで
	 伊藤通彦著　日貿出版社
●基礎から学ぶ！スポーツ栄養学	 	
	 鈴木志保子著　ベースボール・マガジン社
●二月三十日	 曽野綾子著　新潮社
●ヴァン・ショーをあなたに	 	
	 近藤史恵著　東京創元社
●「十五少年漂流記」への旅	 椎名誠著　新潮社
●兄弟　上・下	 余華著　文藝春秋

■児童図書…………………………………
●みんなが知りたい！「社会のなぜ？どうして」がわかる本	
	 カルチャーランド著　メイツ出版
●となえもんくん　ちちんぷいぷいのまき	 	
	 	 もとしたいづみ作　講談社
●きのうの少年	 小森真弓著　福音館書店
●星空へようこそ	 横山充男作　文研出版
●ターニング・ポイント　１巻
	 デイヴィッド・クラス作　岩崎書店
●どうなっちゃってるの！？クレメンタイン
	 サラ・ペニーパッカー作　ほるぷ出版
●きちょうめんななまけもの
	 ねじめ正一詩・村上康成絵　教育画劇
●おとうさん	 秋山とも子作　瑞雲舎
●サラガのバオバブ	 よねやまひろこ文	
	 エドモンド・オパレ絵　新日本出版社	
●ケロリがケロリ	 いとうひろし作　ポプラ社
●なつのおとずれ	 かがくいひろし作　PHP研究所

■一人で悩まず消費生活相談へ■
　専門の相談員による相談を行っています。
個人で対処しようとせず、相談をご利用ください。
●相談日／毎週水曜日（午前10時〜午後4時）、
毎週月・火・木・金曜日（午後1時〜4時）
●相談場所／相談室1（市役所本館1階）

■土・日曜日の消費生活電話相談■
　緊急を要するクーリング・オフや架空請求などに
対する助言を行っています。
（京都府・京都市の共同事業）
土曜日・日曜日午前10時〜午後4時
☎257‐9002（電話相談のみ）

お問い合わせ　環境政策課 市民安全係（内線235、249）

電話機リースにご用心

6 平成20年（2008年）8月15日 連載

事例
　自宅兼店舗で小さな飲食店を
経営している。3日前、大手電気
通信会社を名乗って来訪した販
売員に「光にすれば電話代が安く
なる、インターネット料金も安くな
る、リースなら経費で落とせる」と
電話機のリースを勧められ、言わ
れるまま店名義で契約した。家に
パソコンはないし、よく考えれば
月々8,000円で7年間の支払は
今の経営状態ではしんどいので
解約したい。電話は主に自宅用に
使っている。
（50代　男性）

　必ず冷蔵庫の中を確認してから
出かけましょう。
　マイバッグを持って出かけましょう。

エコクッキングとは？

　生ごみを堆肥化し、庭やプランターの土として再
利用するとごみ減量化につながります。

　私たち一人ひとりが環境のことを考えて、だれも
が毎日かかわる「食」を通じて、地球を大切にしま
しょう。（広島市ゼロエミッション推進担当「エコ
クッキング」より）　　

アドバイス
　最近、自営業者に電話機のリースを勧める事例が増えています。
大手電気通信会社を名乗っていても実際は代理店からの勧誘の場
合がほとんどです。また「電話代が安くなる」といっても、電話機の
リース代総額はこの事例の場合でも67万円、他の事例でも高額な
場合が多く、電話代が安くなり、経費で落とせるとしても、リース代
が高ければ収益が少ない小規模事業者にはほとんどメリットがあ
りません。このようなセールストークにはご用心ください。
　事業者には原則として特定商取引法のクーリング・オフの適用が
ありませんが、事業者名義の契約であっても、主に個人用・家庭用
に使う場合はクーリング・オフができるようになりました。したがっ
て事例の場合はクーリング・オフができます。
　リース契約はこのクーリング・オフ制度を除けば中途解約が難し
く、解約をしても全額を支払うことになりますので慎重な対応が必
要です。
　事業者の方でクーリング・オフができるかどうかわからない場合
は、相談室に気軽にお問い合わせください。

図書館で本を借りるには

　向日市在住の方、通勤（パート、アルバイトは
除く）、通学している方ならどなたでもお借りい
ただけます。その際、貸出券が必要です。
　初めて利用される方は、運転免許証、健康保
険証、学生証など、住所、氏名、生年月日の確認
できるものをお持ちください。その場で貸出券を
お作りします。
（本、CD、テープあわせて10点まで。2週間以内）
※図書館ホームページで所蔵資料をご予約いた
だけます。詳しくはホームページをご覧ください。
	HP		http://www.library.muko.kyoto.jp/

　いつもは捨ててしまう野菜の葉っぱや、冷蔵庫に
眠る余りもの。ちょっと手を加えれば、れっきとした
おかずに大変身。

　お買い物するときも、料理をするときも少し気をつ
ければ、あなたも今日からエコ上手。
　キッチンからできる地球への思いやりです。

　余分に買い過ぎていませんか。
　リサイクル容器、詰め替え商品、簡易包装
のものを選びましょう。
　エコマーク商品を使いましょう。
　地元産のものを選びましょう。

　作り過ぎは資源の無駄遣いや、食べ過ぎにつなが
ります。

　食品の期限表示を確認しましょう。
　鮮度保持の工夫をしましょう。
　まだ食べられる食品を捨てないようにしましょう。

その①　お買い物の前には…

その⑥　捨てる前にひと工夫…

　温度・量・順序に注意して使い過ぎないようにしま
しょう。汚れにくい順に使いましょう。
　○素揚げ→てんぷら→竜田揚げ

その⑤　油を効率よく使いましょう…

　じゃがいもの皮の切り口面で鏡をみがき、その後
から拭きするとくもりも汚れもスッキリ。　
　茶がらを干して乾かす。小袋に入れて靴の消臭剤に。

その②　お買い物の時には…

その④　作り過ぎてはいませんか…

その⑦　生ごみの処理…

堆肥化容器で処理

その③　買ってから…


